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                                       令和 2年 3月 10日 

   KEMPOSご担当 殿  

                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 

                                        TEL06(6844)1069 FAX06(6844)2754 

                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 

                                        TEL03(3556)2921 FAX03(3556)2923 

                 

 

令和 2年 3月法改正バージョンアップのご案内 

第 1版 

 

 

 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、KEMPOSに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますのでご案内申し上げます。 

 

 4月 1日からの国内意匠法改正に対応しました。また、近年改正のあった外国出願にも幾つか対応しました。 

 

なお、今回のリリースは Ver506fqとなります。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂履歴 

 

版数 発行日 改訂内容 ページ 

第 1版 2020年 3月 10日 

郵送時のご案内から以下の点の内容を変更して初版発行 

①条件検索フォームへの関連意匠出願期限の追加はないため記載を削除 

②項番３「カナダ特許および商標の法改正(2019年)に対応しました。」を 

 「カナダ特許の法改正(2019年)に対応しました。」に変更 

③項番４「台湾特許および台湾意匠の法改正(2019年 11月)に対応 

 しました。」を「台湾特許の法改正(2019年11月)に対応しました。」に 

 変更 
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                      目  次 

 

 

（１）4月 1日施行の国内意匠法改正対応 

 

 ■ 意匠権の存続期間が現在の「登録日から 20年」から「出願日から 25年」に変更されます。 

   特許庁に問い合わせ、既存の意匠出願には影響がなく、4月以降の出願のみ適用と確認しました。 

   3月までの出願を元とした分割出願、関連意匠出願については 4月以降の出願でも従来の存続期間と 

   なりますが、本意匠が 4月以降の関連意匠については本意匠の出願日から 25年となるので 

   「意匠 R02」、「関連意匠 R02」の種別を追加します。 

   ※国際登録を基礎とした意匠出願も存続期間が変更となりますが、こちらは国際登録日を基準として 

    存続期間を自動設定します。 

 

 ■ 関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から 10年以内までに延長されます。 

  「関連意匠出願」という期限項目を追加し、出願時に 10年後の期限を設定します。 

  出願種別に設定項目を追加する他、出願台帳をはじめ期限一覧、編集コードなど 

  「関連意匠出願期限(関連意出期限)」という期限をフォームに追加します。 

 

１．法改正後の存続期間「出願日から25年」に対応する出願種別「意匠R02」、「関連意匠R02」を追加しました。 .. 3 

２．「関連意匠出願」の期限項目を追加し、出願日から10年の期限を管理できるようにしました。 .............. 6 

 

（２）外国法改正対応 

 

３．カナダ特許の法改正(2019年)に対応しました。 ....................................................... 8 

４．台湾特許の法改正(2019年11月)に対応しました。 .................................................... 10 

５．香港標準特許(OGP：Original Grant Patent)の法改正(2019年12月)に対応しました。 .................... 11 
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（１）4月 1日施行の国内意匠法改正対応 

 

１．法改正後の存続期間「出願日から 25年」に対応する出願種別「意匠 R02」、「関連意匠 R02」を追加しました。 

 

・令和 2年 4月以後の意匠出願は存続期間が出願から 25年となりますので「意匠 R02」の種別を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 2年 4月以後出願の意匠を本意匠として出願する関連意匠も同様に存続期間が本意匠の出願日より 25年と 

 なりますので「関連意匠 R02」も同様に追加します。 
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・新規意匠出願を「意匠 R02」の種別で作成した場合、出願手続を行う際に出願日のチェックが機能します。 

 「意匠 R02」の出願台帳で令和 2年 4月以前の出願日を入力すると以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「意匠 R02」に変更した場合には続いて以下の確認が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・反対に「意匠 H19」の出願台帳で令和 2年 4月以後の出願日を入力しようとした場合には、 

 以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・また、入力した出願日が令和 2年 4月以後の場合でも、原出願日、本意匠の出願日が設定されている場合には、 

 そちらの出願日に合わせた種別が設定されるように上記メッセージが表示されます。 
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・「意匠(WO)」は存続期限の計算を出願日から 25年に設定を変更しますが、登録時に出願日をチェックして、 

 2020年 4月以前の出願日だった場合には以下のメッセージを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「関連意匠(WO)」については、登録時に本意匠から存続期限を転記するため、本意匠の種別に準じます。 

 

・なお、出願取込ソフトを使用した際にも、同様に出願日のチェックを行います。 
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２．「関連意匠出願」の期限項目を追加し、出願日から 10年の期限を管理できるようにしました。 

 

・出願種別に「関連意匠出願期限起算」と「関連意匠出願期限期間」を追加して、「意匠 R02」の種別にて 

 それぞれ「出願(遡及)」、「10(年)」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「意匠 R02」の出願台帳にて出願手続を入力する際に、これを本意匠として関連出願が可能な期限、 

 出願日から 10年後の期限を設定する確認が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なお、出願取込ソフトを使用した際にも同様の確認が表示されます。 
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・これにより出願台帳の期限応答タブに追加された「関連意出期限」に期限が設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限一覧にも「関連意出」期限を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通知状などに出力するため、以下の編集コードを追加しています。 

 {PH}：関連意匠出願期限 
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（２）外国法改正対応 

 

３．カナダ特許の法改正(2019年)に対応しました。 

 

・出願種別「CA特許/19」を追加します。 

・出願日または国際出願日が 2019年 10月 30日以降の出願に適用されます。 

 

・審査請求期限が 5年から 4年に短縮されます。 

 分割出願の際には原出願日から 4年または分割出願した日から 3か月になります。 

 

・オフィスアクションの期限が 6か月から 4か月に短縮されます。 

 期間延長が可能になります（最大が OAの発送から 6か月になるまで）。 

 

・特許査定時の応答期限が 6か月から 4か月に短縮されます。 

 

・CA特許/19を追加し、審査請求期限を 4年に設定します。 
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・期限の設定について、オフィスアクションおよび登録査定については期間を 4か月で設定します。 

 期間延長は 1か月ごとに延長するようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分割出願の審査請求期限について 

 分割出願の場合の審査請求期限は原出願日から４年の期日よりも分割割出願日から 3か月の期日の方が後の 

 場合にはそちらが審査請求期限となります。審査請求期限の 3か月以内に分割出願を行った際には注意して 

 ください。 

 

※今バージョン適用後、PCT分割の手続入力により作成される CA特許の移行国台帳の出願種別は、国際出願日が 

 いつであるかに関わらず、すべて上記「CA特許/19」となります。国際出願日が 2019年 10月 30日以前の場合、 

 台帳作成後に出願種別を旧法用の「CA特許/89」にご変更ください。 
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４．台湾特許の法改正(2019年 11月)に対応しました。 

 

・出願種別「TW特許 04」について、3か月後の日付で分割出願期限を設定できるようにしました。 

 下図は TW特許 04の出願種別設定の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録査定時に 3か月の分割出願期限を設定します。 
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５．香港標準特許(OGP：Original Grant Patent)の法改正(2019年 12月)に対応しました。 

 

・欧州または中国の出願を基礎としない、香港に直接出願するルートが追加されましたので、 

 出願種別に「HK特許/OGP」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下図は応答期間の設定です。 
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・下図は HK特許/OGPで使用する手続設定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の入力は以下の通りです。 

 

①出願手続にて審査請求期限を優先権日または出願日から 3年で設定します。 
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②実体審査により審査通知が発行されますので、4か月の応答期限を設定します（2か月の延長が可能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③代理人に指示を行い、完了報告があった時点で OA報告を入力して期限を解除します。 

 

④拒絶理由が解消されない場合、暫定拒絶通知が発行されますので、2か月の再審査請求が可能な期限を設定します 

 （2か月の延長が可能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤期限までに再審査請求の手続を入力することで期限を解除します。 
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⑥再審査請求を受けて、香港知財庁から再審査意見書が発行されますので、2か月の意見書期限を設定します 

 （2か月の延長が可能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦期限内に意見書を提出して期限を解除します。 

 

⑧拒絶理由が解消されない場合、最終拒絶通知が発行されます。ここでは仮に 2か月の期限を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧登録査定となった場合には登録査定を入力し、その後、登録手続を入力することで他の種別と同様に 

 年金期限管理の開始となります。 

 


